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公益財団法人舞鶴文化教育財団 

令和 8年度事業計画書 
 

１．児童青少年育成事業 

児童青少年育成事業とは、こども文化劇場の開催など文化活動を通じた児童又は青少

年の健全な育成を目的とするものである。 

（１）こども文化劇場の開催 

こども文化劇場とは、舞鶴では、生の演劇に触れる事が少ないので、優れた演劇

を観てもらって、夢と感動を与え、人間の生き方を考える機会にしたい。 

例年通りであれば８月上旬に第２８回こども文化劇場として実施する予定だが、

感染症などへの対策として、今年度は中止する事とした。次年度の開催及び今後に

ついては社会の情勢を見ながら考慮していきたい。 

（２）生活文化向上作品展 

生活文化向上作品展とは、夢と希望のある作品を制作し、出品できる機会を作り、

生活文化の向上に寄与する。小学校の夏期の自由研究の形で提出される科学作品展

を、更に発展させるために、努力・アイディアの観点から選出し、多くの人が集ま

る大型店で展示したい。子供達に大きな夢と希望を持って、科学の探求や生活文化

の向上に取り組んで欲しい。 

＜第２５回小学校生活文化向上作品展の開催＞ 

開催日      令和８年９月中旬 予定 

場所       駅前の大型商業施設「らぽーる」１階 セントラルコート 

出品作品数    ４５点前後の予定 

出品対象者    舞鶴市内の小学校児童 

出品作品募集方法 舞鶴市小学校教育研究会・舞鶴市内の小学校の協力を得

て、科学作品展に出品されている作品から選定する 

出品作品選定方法 小学校の科学作品展に行き、選ぶ 

選定委員     （公財）舞鶴文化教育財団の理事予定 

テーマ      「科学研究や生活文化の向上に、アイディアや努力を持

って、取り組む姿勢」 

来場者人数    約２０００人予定 

来場対象者    幼児からお年寄りまで 

参加料      無料 

開催案内方法   舞鶴市内の小学校校長先生及び選出された保護者に案内

文を送付する 

    記念品      出品してくれた児童に出す予定 
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（３）文化興隆事業 

文化興隆事業とは、日本の良き文化を継承し、発展していくために実施する。 

＜第２６回小学生書き初め展＞ 

開催日      令和９年１月中旬予定 

場所       「らぽーる」１階 セントラルコート 

出品作品数    約１００点まで 

出品対象者    舞鶴市内の小学校児童 

出品作品募集方法 舞鶴市内の小学校に順番に依頼している 

出品作品選定方法 選定するのではなく、学年全体で出品してもらう 

テーマ      新年にふさわしい言葉 

来場者数     約８００人予定 

来場対象者    小学生からお年寄りまで 

参加料      無料 

開催案内方法   作品を出品してもらっている小学校に文書で案内する 

記念品      出品してくれた児童に出す予定 

 

２．教育、スポーツ、文化活動事業 

教育、スポーツ、文化活動事業とは、教育、スポーツ、文化活動を通じて心身の健全

な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業である。 

（１）教育関係事業 

教育関係事業とは、教育機関の教育環境の向上・充実及び指導者の技量の向上、

研究を助成する。また、当財団が主催する文化的教室などを通して、市民の心身の

健全な発達に寄与し、豊かな人間性を育成する。 

① 教育研究の助成事業 

教育研究の助成とは、舞鶴市に設立されている幼稚園、小学校、中学校、高等学

校、国立高等専門学校、海上保安学校などにおいて、幼少期から青年期までの心

身の発達と教育効果の高揚を期するため、教育関係の個人及び団体に対し、一層

の研究の推進を図る。 

・助成先の選定方法 応募者は定められた書式により、書類を提出する 

選定委員は理事会で選出し、選定委員２名と当財団理事

長で協議して決定する 

・助成先の募集方法 ＨＰ上で基準公開の上、公募する 

市内小・中学校に文書を配布する 

・助成金額  １研究につき、３０万円以下とする 

② 文化・体育教室の開催 

現在の文化・体育教室では、幼児・児童の心身の健全な発達に寄与し、人間性を 

育成するために「おもちゃツアー」を開催している。「おもちゃツアー」とは積み 
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木・木のおもちゃを通して、幼児・児童の豊かな心を育むと共に、指導者の発想の

転換を図る。 

例年通りであれば冬頃に第６回おもちゃツアーとして実施する予定だが、感染

症などの対策として中止する事とした。しばらく休止とする。 

（２）文化教育等団体への助成事業 

文化教育等団体への助成事業とは、文化、教育、スポーツ活動を行う団体への助

成活動を通じて、市民の心身の健全な発達に寄与し、又は人間性を涵養することを

目的とする事業である。 

① 社会・文化団体助成 

社会・文化団体への助成とは、一般社会において、法人・団体・組合などで組織

活動を行う場合は、組織の範囲内で活動・運営することが当然であるが、新規事

業を行う場合等に、資金不足に陥る事がある。そこで、外部からの援助を行う事

により、活動が広がり社会貢献に繫がることを期待する。 

・ 助成先の選定方法 応募者は、組織の目的・規約・活動内容などを提出す

る 

又、助成対象となる事業の計画書及び、報告書などを提

出する 

・助成先の募集方法 ＨＰ上で基準公開の上、公募する 

・助成選定方法 理事会にて決定する 

・助成金額 一件あたり２０万円以下とする 

② 教育機関への助成事業 

海上保安学校助成 

海上保安学校助成とは、日本でただ一つの海上保安学校は舞鶴の誇りであり、

海国日本の海上交通安全や、海上警備のために、大きな役割を果たす海上保安

官を養成している。この重要任務を担われている海上保安学校に対して、地元

から声援を送りたいと、不足している図書・教材・楽器の教育備品の拡充など

の支援を行なってきた。今年度も教育備品の拡充及び教育環境の整備・充実を

支援したい。 

＜海上保安学校に図書・教材・楽器などの教育備品の寄贈及び教育環境の整

備・充実に関する事業を支援する＞ 

寄贈品 図書・楽器・楽器修理費用・教育に役立つ機材整備など予定 

     講演会・講習会・技術指導などの助成予定 

学校法人聖ヨゼフ学園 日星高等学校助成 

今年度は、教育関係に関しては教育研究助成、楽器などに関しては、音楽関

係助成に応募してもらう予定であり、特に助成の要請はない。 

    ③ 音楽関係助成 

音楽関係助成とは、音楽活動を通じて、舞鶴市民の心身の健全な発達に寄与し、
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豊かな人間性を涵養することを目的とし、音楽活動を行なう団体及び舞鶴市に設

立されている幼稚園、小学校、中学校、高等学校、国立高等専門学校、ポリテクカ

レッジなどに助成するものである。 

・ 助成先の選定方法 応募者は、組織の目的・規約・活動内容などを提出す

る 

又、助成対象となる事業の計画書及び、報告書などを

提出する 

・ 助成先の募集方法 ＨＰ上で基準公開の上、公募する 

           市内小・中学校に文書を配布する 

・ 助成選定方法 理事会にて決定する 

・ 助成金額 一件あたり５０万円以下とする 

    ④ ピティナ・ピアノコンペティション助成事業 

     ピティナ・ピアノコンペティションとは、音楽を出発点としてピアノ文化の発展

と進歩に寄与することを目的とした、一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（略称

ピティナ）が主催するピアノコンクールである。コンクールを通して一人ステージ

に立つ緊張や不安を乗り越え、音楽的技術だけでなく人間的に成長していく姿を

見ることが出来る。出場者は舞鶴地区予選、西日本京都地区本選、全国大会を目指

す。 

     毎年入賞者へ舞鶴文化教育財団賞としてトロフィー１点と賞状１点を助成する

ものである。 

（３）スポーツ活動事業 

スポーツ活動事業とは、市民の心身の健全な発達に寄与し、又は人間性を涵養す

ることを目的とする事業である。 

体育振興事業 

体育振興事業とは、身体を動かすことによって、市民の心身の健全な発達に寄

与する。 

     ＜健康体操教室の開催＞ 

指導員   公益財団法人日本スポーツクラブ協会公認 

                              中高老年期運動指導士 

財団スタッフ 

開催日   毎月６回予定（各施設月１回の実施） 

感染症の状況により、中止する事もある 

    場所    特別養護老人ホーム安寿苑とデイサービス（中止中） 

特別養護老人ホームグリーンプラザ博愛苑とケアハウス 

（中止中） 

特別養護老人ホーム安岡園（休止中） 

障害者支援施設こひつじの苑舞鶴 
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参加人数  各教室で約１０人予定 

 

３．文化財保護事業 

文化財保護事業とは、舞鶴市に係わる文化財の保護事業を通して、文化の発展に寄与

する。 

①  神崎ホフマン窯保存活用事業 

現在ホフマン窯は日本に４箇所残っているだけであり、神崎ホフマン窯は国の登録

文化財である。また平成１９年には、「建造物の近代化に貢献した赤煉瓦生産の歩みを

物語る近代化産業遺産」として認定され、平成２８年には日本遺産に認定された。こ

の様に全国的にも貴重な近代化遺産である、神崎ホフマン窯を保存し、後世に引き継

いでいきたい。 

平成２２年度にホフマン窯の調査及び工事が終了し、平成２３年１０月下旬に管理

団体として指定を受けた。平成２４年度は窯の周りを整地して覆い屋を建設し、窯の

上と中を整えて窯の外部と内部の部分的補強を実施した。 

平成２６年度からは、当事務所に問い合わせがあった舞鶴市民、他府県の方の見学

を行い、平成２８年度は見学の対応に加え、建物一棟を改装し休憩所とトイレを設置

することで今後の見学に備えた。 

また、「若狭湾国定公園内神崎煉瓦ホフマン式輪窯」、「神崎煉瓦ホフマン式輪窯」の

冊子を見学者に販売している。今後、国・京都府・舞鶴市などの関係諸機関と積極的

に協議を続け、神崎ホフマン窯の周辺環境・交通の便利性など、総合的に考慮する必

要がある。 

当期の活動予定 

（１） ホフマン窯について更に学習を深めたい。 

（２） 予約公開を行う。 

② 史跡標示石柱の管理 

平成２６年度に、平成３年度から平成４年度に設置した舞鶴市内の史跡標示石柱を

見て回り、各石柱を写真に収め、いわれを確認し、パンフレットを作成し、関係各所

や小学校・中学校に配布した。昨年度は、各石柱を見回り清掃を実施したほか、1 ヶ

所補強を行った。 

    当期の活動予定 

（１） 各石柱を回り、現状の確認と清掃を行う。   

     

４．国際交流事業 

国際交流事業とは、外国の風土や文化を理解することにより、国際感覚を養い、外国

人・留学生など、地域で生活している人が増えている現状の中で、外国人と市民が直接、

交流できる場を提供する。 

（１） 国際交流事業の助成 
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この事業は、京都府民が係る非営利を目的とする団体等が実施する、青少年児童交

流促進に関する事業、文化交流事業、留学生等外国人府民支援事業、海外に対する協

力事業、その他市民レベルの国際交流事業で助成の効果が期待できる事業などの各種

交流事業に助成することで、舞鶴市民の国際交流活動を活性化させ、市民レベルの国

際交流活動を育成・奨励するために行なわれる。また当該団体等が助成対象事業を確

実に遂行できる見込みがあることを要する。 

・ 助成先の選定方法 応募者は、組織の目的・規約・活動内容などを提出する 

又、助成対象となる事業の計画書及び、報告書などを提

出する 

・助成先の募集方法      ＨＰ上で基準公開の上、公募する 

・ 助成選定方法        理事会にて決定する 

・ 助成金額 助成金は、１事業６０万円以下とし、施設費、備品購入

費は１事業８０万円以下とする 

（２）まいづる留学生交流会 

舞鶴市及び近郊の留学生と舞鶴市内の学生との交流の場を提供し、お互いの文化・

個性に触れることによって、心豊かな国際人を育て、個性を深める。 

まいづる留学生交流会は第１１回まで実施したが、留学生向けの外部の行事も増え、

大学に進学する学生も多くなり留学生が多忙になってきたことと、時代が変化してい

く中で舞鶴工業高等専門学校の留学生の意識も変わってきたことなどを踏まえて、休

止している。 

（３）国際交流児童画展の開催 

言葉では表せないものが、絵には自然と表れるので、絵を描いたり、見ることによ

って、自分の町を知り、また他国の違い、共通点を見つけて視野を広げて欲しい。 

例年は絵画とおもちゃを展示しているが、感染症を防ぐために絵画のみの展示とす

る。 

＜第１６回国際交流児童画展＞ 

開催日      令和９年３月予定 

開催場所     「らぽーる」１階 セントラルコート 

展示内容 外国の絵画、舞鶴市内の幼稚園の絵画など展示する予定 

来場者数 約１６００人位を予定 

来場対象者 幼児からお年寄りまで 

参加料 無料 

開催案内 出展した幼稚園等に案内を出す 

記念品      出品してくれた園児に出す予定 


